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制限回数を超える医療行為について（案）  

1 基本的考え方  

○ 保険給付を行うに当たって制限回数が設けられている医療行為を、当該制限   

回数を超えて行った場合の保険上の取扱いについては、以下の基本的考え方に   

従って整理する。  

「医療上の必要性がほとんどないことを前提として、患者の要望に従い、患者  

の自由な選択の下に制限回数を超えて医療行為が行われることが想定され  

るものについては、当該制限回数を超える医療行為について、保険給付との  

併用を認める。」  

○ なお、保険給付を行うに当たって医療行為に制限回数が設けられているのは、   

これまでの中医協における議論の積み重ねであることを尊重しつつ、制限回数   

の設定の当否について検証を行い、その結果に基づき、必要に応じて診療報酬   

改定の際に所要の措置を講ずる。  

2 保険給付との併用について  

O「別に厚生労働大臣が定める制限回数が設けられている医療行為」について、   

当該制限回数を超えて当該医療行為を行った場合に、選定療養の一類型として、   

今回新たに保険給付との併用を認める。  

O 「別に厚生労働大臣が定める制限回数が設けられている医療行為」について   

は、診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会の報告について更なる検討を   

行った結果（別添）、別紙1に掲げる「検査」、「リハビリテーション」及び「精   

神科専門療法」（7項目）とする。  

＊ なお、別紙2に掲げるヘリコバクター・ピロリの除菌については、現時点  

では、制限回数を超える医療行為について医療上の悪影響が懸念されるが、  

将来的に医薬品の適応拡大が保険適用された時点で、「別に厚生労働大臣が  

定める制限回数が設けられている医療行為」として保険給付との併用を認め  

るかどうかについて検討する。   



3 制限回数の設定の当否に係る検証について  

○ 保険給付を行うに当たって医療行為に制限回数が設けられているのは、これ   

までの中医協における議論の積み重ねであることを尊重しつつ、別紙3に掲げ   

る「検査」、「リハビリテーション」、「在宅」、「精神科専門療法」、「処置」、「手   

術」、「麻酔」等（135項目）について、制限回数の設定の当否について、診   

療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会において検証を行う。  

○ 別紙1に掲げる医療行為（今回新たに保険給付との併用を認めるもの）及び   

別紙2に掲げる医療行為（将来的に保険給付との併用について検討することと   

しているもの）についても、併せて診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科   

会において検証を行う。  

○ 平成18年度診療報酬改定においては、上記の検証を踏まえ、必要に応じて、   

所要の措置を講ずる。  
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（別添）  

別に厚生労働大臣が定める制限回数が設けられている医療行為について  

1 考え方   

医療上の必要性がほとんどないことを前提として、患者の要望に従い、患者   

の自由な選択の下に制限回数を超えて医療行為が行われることが想定される   

ものについては、当該制限回数を超える医療行為について、保険給付との併用   

を認めることとする。  

2 上記考え方に従い、診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会の報告につ   

いて更なる検討を行った結果、以下について、「別に厚生労働大臣が定める制   

限回数が設けられている医療行為」とする。  

（1）検査（腫癌マーカー）   

腫瘍マーカーのうち、AFP（α－フ工トプロテイン、α－フェトプロテイ  

ン精密測定）、CEA（癌胎児性抗原精密測定）については、患者の不安を軽  

減する必要がある場合には、保険給付との併用を認めることとする。  

（参考）  

・腫癌マーカー：癌細胞が産生する物質で、癌の存在、進行度等の目印となる。  

・AFP（α－フエトプロテイン、α－フェトプロテイン精密測定）   

：肝細胞癌等の悪性腫癌、肝硬変、慢性肝炎等で上昇する。  

・CEA（癌胎児性抗原精密測定）   

：消化器系癌等の悪性腫癌、家族性大腸線腫症、慢性炎症等で上昇する。  

（2）リハビリテーション   

リハビリテーションのうち、理学療法（個別療法）、作業療法（個別療法）  

及び言語聴覚療法（個別療法）については、患者の治療に対する意欲を高める  

必要がある場合には、保険給付との併用を認めることとする。  

（3）精神科専門療法   

精神科デイ・ケア、精神科ナイトーケア及び精神科デイtナイト・ケアにつ  

いては、患者家族の負担を軽減する必要がある場合には、保険給付との併用を  

認めることとする。  

3   






























